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マ今月のテー

従業員の衛生管理について考えて行きましょう。衛生管理と衛生意識の向上は安全で

社員の動き （１２月）高品質な食品を製造する為にも最も重要な事柄です。各工程において各自が意識を持ち

清潔で衛生に従事する事により異物混入や微生物汚染が減少します。日々の積み重ねが

大切です。食品を取り扱う者全員は定期的に健康診断及び検便を受けるようにします。

作業着は定期的に交換し常に清潔な状態を保ちます。監督者や従業員に対して、食品の ２９日（月） 社内大掃除

衛生的な取り扱いに関して教育を行い製造工程の流れや汚染、清浄区域を各自が意識

を持ち、把握していきます。食品衛生法の意識は「清潔で衛生的な環境で作り届ける」

とあります。総合的なスタイルとして があります。理解するためのキーワードHACCP

として、危害、危害分析、監督、重要管理点、とあります。

助 六従業員の一事 有限会社

衛生管理の基本は手洗いに始まり、 〒７９１－３１２０

手洗いに終わると言えます。毎日の積み重ねを 愛媛県伊予郡松前町筒井３５０

根本に、衛生で高品質な食品をご提供出来ます （０８９）９８４－１３５０TEL

よう尽力致します。 （０８９）９８４－３３４５FAX

（担当 津野田忠大） ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ（０１２０）０７－１３５０
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